
 

1 
 

Tax Alert 
インドネシア 

 

デロイト トーマツ税理士法人 

2015 年 11 月 
 

※本ニュースレターは、英文ニュースレターの翻訳版です。 

日本語訳と原文（英文）に差異が生じた場合には、原文が優先されます。 

 

税務目的の資産再評価に関するインドネシア財務省令 191 号（191/PMK.010/2015） 

インドネシア財務省は納税者に対する新しい税務優遇策として税務目的の固定資産の再評価に関する新し

い規制を発行した。固定資産の再評価について、以前は財務省令 79 号（79/PMK.03/2008：以下「PMK79」）
によって規制されており、再評価による新たな価値の増加に対して 10％のファイナルタックスが課せられてい

た。今回の新しい税制により、2015 年と 2016 年に固定資産の再評価に対する申請書を提出する納税者は、

特別な税務措置、すなわちファイナルタックスの税率の減免を受けることとなる。税率の減免は納税者の固定

資産の再評価に対する申請時期によって次のとおりで異なっている。 

法人税の申告および納税時期 ファイナルタックス税率 

2015 年 12 月 31 日以前 3％ 
2016 年 1 月 1 日以降 2016 年 6 月 30 日以前 4％ 
2016 年 7 月 1 日以降 2016 年 12 月 31 日以前 6％ 
2017 年 1 月 1 日以降 10％ 

新しい規制については、帳簿管理をしている会社および個人の納税者、さらに恒久的施設を有する者

（Permanent Establishments）も申請することができ、また USD で記帳し過去 5 年以内に以前の PMK79 で

資産を再評価している納税者も含まれている。今回の特別な税務措置は州の税務収入の獲得促進を目的と

していることから、税務署への申請書の提出前に当該資産の再評価による法人税の支払をすることが要求さ

れている。 

再評価された資産が次の年数以内に移動または売却された場合には、追加の税金が発生する。 
 カテゴリー1（耐用年数 4 年）または 2（8 年）の資産については新しい耐用年数の終了時まで 

 カテゴリー3（耐用年数 16 年）または 4（20 年）の資産および土地・建物については 10 年以内 

次の特定の要件においては、再評価資産を移動することは許容されている。 
 政府の方針や裁判所の決定によって決められた不可抗力 

 国税局長によって認可された M&A 

 重大なまたは修繕できない損害による除却 
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再評価による固定資産の価値増加部分については資本金に転換され法人税を免除することができるが、再

評価資産に対する税務上の純額の帳簿価額または会計上の純額の帳簿価額との差額の少ない方が限度額

となっている。 

当該規制は 2015年 10月 20日から適用される。当該特例の税務措置は期限があることから、会社は当該特

例の税務措置による潜在的な便益を分析することが推奨される。 

※当該新しい税務優遇プログラムの詳細についてはデロイトの担当者に問い合わせください。 
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ショナルグループのひとつであり、各法人がそれぞれの適用法令に従い、監査、税務、法務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー等を
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企業をクライアントとしています。詳細はデロイト トーマツ グループ Web サイト（www.deloitte.com/jp）をご覧ください。 
 
Deloitte（デロイト）は、監査、コンサルティング、ファイナンシャル アドバイザリーサービス、リスクマネジメント、税務およびこれらに関連するサービス
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Deloitte（デロイト）とは、英国の法令に基づく保証有限責任会社であるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）ならびにそのネットワーク組織
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